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亀
田
記
念
公
園
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
２
階
休

憩
室
に
、
木
製
遊
具
を
備
え
た
キ
ッ
ズ
コ

ー
ナ
ー
を
設
け
一
般
開
放
し
て
い
ま
す
。

▼
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般
開
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水
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曜
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祝
日
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４
月
〜　

月
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時
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３
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30
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時
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◎
親
子
わ
く
わ
く
・
ド
キ
ド
キ
タ
イ
ム

▼
日
時　

毎
週
水
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　
　

時
〜　

時

10

12

▼
対
象　

市
内
に
居
住
す
る
５
組
以
上
の

　

親
子
（
子
ど
も
は
小
学
校
入
学
前
）
で

　

構
成
す
る
グ
ル
ー
プ

※
事
前
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

都
市
計
画
・
公
園
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

４
１
１
５
）

　

市
は
、
平
成　

年
度
に
実
施
す
る
水
道
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『
▼
申
し
込
み
』

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

情報あらかると

水
の
水
質
基
準
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
項

目
、
頻
度
な
ど
を
内
容
と
し
た
水
質
検
査

計
画
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
の
公
表
は
、
水
道
利
用
者
の

意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
今
後
の
水
質

な
ど
の
状
況
変
化
に
対
応
し
た
計
画
の
作

成
や
、
検
査
内
容
の
透
明
性
を
高
め
る
こ

と
な
ど
、
安
全
な
水
道
水
の
提
供
と
適
正

な
水
質
管
理
を
図
る
た
め
に
行
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
計
画
は
、
水
道
グ
ル
ー
プ
で
閲
覧

で
き
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
て
い
ま
す
。

◎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.city.

noboribetsu.lg.jp

▼
問
い
合
わ
せ　

水
道
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

５
５
１
０
）

　

縄
文
時
代
に
た
く
さ
ん
使
わ
れ
た
シ
カ

の
角
で
、
縄
文
風
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
作
り
ま

す
。

▼
日
時　

５
月　

日
�　
　

時
〜　

時

29

10

12

▼
場
所　

カ
ン
ト
・
レ
ラ

▼
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

20

▼
参
加
料　
　

円
400

▼
申
し
込
み　

カ
ン
ト
・
レ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８４
 

２
０
６
９
）

『
わ
く
わ
く
・
ド
キ
ド
キ

か
め
だ
わ
ん
パ
ー
ク
』
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

カ
ン
ト
・
レ
ラ
縄
文
文
化
体
験

『
シ
カ
の
角
で
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を

つ
く
ろ
う　

』
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

!!

平
成　

年
度
の
水
質
検
査

２２

計
画
を
公
表
し
ま
す

後期高齢者医療制度のお知らせ

ご存じですか　障害認定
　６５歳から７４歳までの次の方は、障害認定の申請をするこ
とで後期高齢者医療制度に加入することができます。
　現在加入している健康保険と医療費の負担や保険料が異
なりますので、詳しくはお問い合わせください。

▼対象
　�国民年金などの障害年金１・２級を受給している方
　�身体障害者手帳１～３級・４級（音声障害、言語障害、
　　下肢障害の一部）をお持ちの方
　�精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方
　�療育手帳Ａ（重度）をお持ちの方

▼後期高齢者医療制度に加入する場合
　�現在加入している健康保険を脱退することになります
　　（被扶養者の方も脱退することになる場合があります
　�病院での窓口負担が１割（現役並み所得者は３割）に
　　なります
　�高額療養費の適用により、実際の医療費の負担が少な
　　くなる場合があります
　�加入する方は、後期高齢者医療保険料を納めることに
　　なります（計算方法はお問い合わせください）
　�加入した後でも、申請によりいつでも脱退することが
　　できます（ほかの健康保険への加入手続きが必要です

▼申請に必要なもの
　�障がいのあることが確認できるもの（年金証書、身体
　　障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳）
　�現在加入している健康保険証、印鑑

▼問い合わせ　年金・長寿医療グループ（�○８５ ２１３７）

）

脳ドックを受診しませんか

申し込み・問い合わせ
国保・医療給付グループ（�○８５ １７７１）
年金・長寿医療グループ（�○８５ ２１３７）

　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方を
対象に、脳ドック検査料を助成します。

▼対象　平成２１年４月１日から現在まで脳ドックを受診し
　ていない２０歳以上で、国民健康保険税または後期高齢者
　医療保険料を滞納していない方（脳外科に通院中または
　経過観察中の方を除きます）

▼受診できる医療機関・検査内容・自己負担額

※受診日時の指定はできません。医療機関の都合により、
　受診までに日数がかかる場合があります。
※申込者が多数の場合、希望する医療機関での受診や受診
　自体ができないことがあります。

▼申込方法　５月１１日（火）から平成２３年３月１０日（木）までに電
　話または直接窓口で国保・医療給付グループ（市役所１
　階４番窓口）、年金・長寿医療グループ（市役所１階１０
　番窓口）にお申し込みください

自己負担額検査内容医療機関名

２,０００円脳ＣＴ宮町脳神経外科クリニック 
（新生町）

４,０００円頭部ＭＲＩ、 
頭部・けい部ＭＲＡ

大川原脳神経外科病院 
（室蘭市寿町）

４,０００円頭部ＭＲＩ、 
頭部・けい部ＭＲＡ

日鋼記念病院 
（室蘭市新富町）

）




